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第６期嬉野市農業委員会 第７回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  下宿二本栗 外６筆 R4. 2. 2 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定（中間管理機構）   

 市１ 久間一本谷外２筆  あっせん R4. 2. 2 承 認 

 塩 1～21 谷所二本椿 外３０筆 賃借権・使用貸借権 R4. 2. 2 承 認 

 嬉 1～6 下野一本松二 外５筆 賃借権・使用貸借権 R4. 2. 2 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １ 下宿二本桜        売買 R4. 2. 2 許 可 

 ２ 下宿五本桜        売買 R4. 2. 2 許 可 

 ３ 下野五本松        売買 R4. 2. 2 許 可 

 ４ 下宿一本栗        売買 R4. 2. 2 許 可 

議案第４号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 １ 大草野権現谷      駐車場 R4. 2. 2 許 可 

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １ 五町田忠六       駐車場 R4. 2. 2 許 可 

 ２ 下野一本杉四 外１筆  資材置場及び庭 R4. 2. 2 許 可 

 ３ 下宿二本栗     太陽光発電設備設置 R4. 2. 2 許 可 

 ４ 下野一位原 外２筆  駐車場 R4. 2. 2 許 可 

議案第６号  非農地証明願について   

 １  下宿野畑       共同住宅 R4. 2. 2 許 可 

議案第７号   嬉野市非農地証明書交付事務処理要領の一部改正について R4. 2. 2 可 決 

議案第８号   嬉野市農業委員会非農地通知事務処理要領の一部改正について R4. 2. 2 可 決 



  第６期嬉野市農業委員会 第７回定例総会議事録 

 

 

１ 招集年月 日  令和 ４年 ２月 ２日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会  ２月２日 午後１時３０分 議長 松元 正行 
    及 び 宣 告  閉会  ２月２日 午後３時１３分 議長 松元 正行 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 ×  ７ 宮﨑 政則 ×  

１ 松元 正行 ○ 議   長 ８ 梶原 文雄 ○ 憲 章 朗 読 

２ 西田 昭義 ○  ９ 永尾 文治 ○  

３ 山口智佐代 ×  １０ 團  達美 〇  

４ 峰  正己 ×  １１ 坂本 健二 ○  

５ 中島文二郎 ○ 
事前審査班長 

議事録署名 
１２    

６ 前田 安一 ○ 議事録署名  

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

井 上  章 ○ 局 長 三根 拓己 × 主 査 

永田 良子 ○ 主 査    

農業委員会以外の出席者 ： 農業政策課 副課長 小原 和子 



６ 議 案 

議案第１号 農用地利用集積計画の解約について ・・・・・・・・・・・・・  ５件 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について ・・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  ４件 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  １件 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・   ４件  

議案第６号 非農地証明願について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １件 

議案第７号 嬉野市非農地証明書交付事務処理要領の一部改正について・・・   別紙  

議案第８号 嬉野市農業委員会非農地通知事務処理要領の一部改正について・   別紙 

 

７ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、会長と宮﨑政則委員、山口智佐代委員、峰 正己委員が欠席でありま

すが定足数に達しておりますので松元副会長の御挨拶の後、議長の開会宣告を

お願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号８番 梶原 文雄委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。  

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第６期嬉野市農業委員会第７回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、議案４５件で、審議事項は４５件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号 ５番 中島 文二郎委員と 

６番 前田 安一 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

皆さんに、お諮りします。 

農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から５番までについて、 

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から 

５番までについて 事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 1 ページから 2 ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画の解約分 整理番号１番から 5 番までについて です。 

貸し手人は 下宿の    ○○○○ 様、外 4 名様、 

借り手人は 下宿の    ○○○○ 様、外 3 名様です。 

所在地は、大字下宿 二本栗 ○○○○番 外 6 筆、 

地目はすべて田で、面積が 6,082 ㎡です。 

利用権区分は使用貸借権・賃借権で、目的は、米・飼料作物です。 

      期間は平成 24年 4月 10日から令和５年 11月 30日までで、 

      解約理由は、 借受人の都合により、農地法第３条により所有権移転をするた

め、飼料作物の作付けが難しくなったため ということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 



 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番から 5 番については、原

案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 整理

番号１番から 5 番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

議  長  農地中間管理機構をとおした所有権の移転について です 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  別添の表１ページをご覧ください。整理番号１番です。 

売り手人は、○○○○  様 

買い手人は、冬野の ○○○○  様 

 所在地は、大字久間 一本谷 ○○○○番 外 2 筆、地目はすべて田で、 

面積は合計で、3,526 ㎡です。 

所有権の移転の種類は、あっせんで、利用目的は、米です。 

対価としましては、反当たり 374,100 円、全体で 1,319,000 円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 農地中間管理機構をとおした、 

所有権の移転について、整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定し 

ました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  つぎに、別添の表２ページから 4 ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から 21 番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 



議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

21 までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表２ページから 4 ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から 21 番までについて です。 

貸し手人は 白石町の ○○○○ 様、外 20 名様、 

借り手人は のぞえ  ○○○○ 様、外 11 名様です。 

所在地は、大字谷所 二本椿 ○○○○番  外 30 筆、 

地目はすべて田で、面積は合計で 31,902 ㎡です。 

利用権は、賃借権と使用貸借権で、期間は 1 年から 5 年で、新規及び再設定で

す。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から 21 番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から 21 番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について塩田町の分  

整理番号１番から 21 番までについては、原案のとおり承認することに決定しま

した。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表 5 ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 

お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から 6 番までについて、一

括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 6 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表 5 ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 6 番についてです。 

貸し手人は 福岡県の  ○○○○ 様 外 5 名様、 

借り手人は 下吉田の  ○○○○ 様 外 4 名様です。 

所在地は、大字下野 一本松二 ○○○○番 外 5 筆、 

地目は田と畑、田の面積が 5,215 ㎡、 

畑の面積が 11,978 ㎡、田畑合計で 17,193 ㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権で、期間は 1 年から１０年ですべて再設定です。 



計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から 6 番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員  １番と２番は共に再設定で、第１号議案で上がったものですけども、嬉野の分 

      の○○○○さんが借りてらっしゃると思いますが、この分は再設定で上がって

くるものと思ってましたけども、こっち上がってますかね。 

農業政策課   解約された分は、まだあがってません。 

委  員   ここには、上がってないということですね。そしたら、遡って申し訳ないで

すけど、○○○○さんが借りている分については返したままですか。 

事 務 局   今のところ、借り手人が見つかったと言うことは来てません。ただ、借り手

人の都合で解約しましたという内容で申請されておりますので、まだ、見つ

かっていない状態です。 

委  員   そうですか。我々等がもし作らん時は努力せんばと言うことですよね。 

事 務 局   そうですね。所有者のかたから意向があったらお願いすることになると思い

ます。 

委  員   わかりました。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から 6 番まで

については、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について、嬉野町の分 

整理番号１番から 6 番については、原案のとおり承認することに決定しまし

た。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 今寺の ○○○○ 様  

      譲受人は 今寺の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字下宿 二本桜 ○○○○番 、 地目は田、 

面積は 810 ㎡  

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり６００，０００円、全体で４８６，０００円です。 



図面は５ページと６ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 福岡県粕屋郡の ○○○○ 様  

      譲受人は 皿屋の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字下宿 五本桜 ○○○○番 地目は畑、 

面積は 134 ㎡  

譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模拡大のためです。 

売買価格は、反当たり２９８，５０７円、全体で４０，０００円です。 

図面は７ページと８ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 下野の  ○○○○ 様  

      譲受人は 下野の  ○○○○ 様、 

      所在地は、大字下野 五本松 ○○○○番、 地目は田、 

面積は 621 ㎡ 

譲渡理由は経営縮小、譲受理由は経営規模拡大のためです。 

売買価格は、反当たり 966,184 円、全体で 600,000 円です。 



図面は９ページと 10 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 武雄市の ○○○○ 様  

      譲受人は 今寺の  ○○○○ 様、 

      所在地は、大字下宿 一本栗 ○○○○番、 地目は畑、 

面積は 271 ㎡ 

譲渡理由は空き家バンク登録物件売買のため、譲受理由は家庭菜園のためです。 

売買価格は、反当たり 14,663,734 円、全体で 3,973,872 円です。 

図面は 11 ページと 12 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ３９０万、家付きでですか。空き家バンクに登録してあるとですか。 

事 務 局  登録してあります。 

委  員  不動産会社の看板があるとけでそれでもいいとですね。空き家バンクも不動産 

業者が通るとですか。 

事 務 局  不動産会社も通る時もあるです。 

委  員  通らんときもあると 

事 務 局  だいたい仲介にはいらすです。 

委  員  全体で、3,973,872 円と言うことですね。 

事 務 局  農地はですね。 

委  員  農地はですね。農地がですか。農地の価格じゃなかなて思うてさ。たっかやん。 

      自宅は、入っとらんて言うことですね。 

事 務 局  宅地込みです。いや、宅地込みで 880 万円です。 

委  員  全体で、８８０万円て。 

委  員  ○○○○さんて書いてあっとこの家やんもんね。この家じたい、この敷地じた 

      いが８８０万円のはずよ、そして、別で、３９０万円じゃなか。 

事 務 局  合計です。農地、宅地込みで８８０万円です。 



委  員  こいまで付けて、８８０万円ね。 

事 務 局  家ば、リフォームせんばかどうかは、私はちょっとわかりませんが。 

委  員  家はね、50 年ぐらい近く経つ。 

委  員  だいたいこいは、今寺やんもんね。下宿の区長さんの印鑑の押してあったけん 

が、ここは、今寺のごとして下宿よ。高校の裏やんもんね。 

委  員  今、場所的に分譲とかできよらんですかね。 

委  員  あっちこっち書いてある。値の上がりよっとやろね。見たら、高校の裏通りで 

しょうが。 

委  員  今、道路のできよっけんね。 

委  員  道路は、違うもん。まだ裏道やんもん。 

委  員  上がっとっとやろか。 

事 務 局  温泉区で、だいたい２千何百万円てする時のあっでしょ。1,400 万円やっけん 

ここら辺もこれくらいすっとかなて思いますけど。 

委  員  値段は、こっちが決めよっとじゃなかけんね。反当りいくらて言うたっけ。 

事 務 局  1,400 万円です。 

委  員  ３００坪で。 

事 務 局  高かかけんねて、うちも聞いたとですけど。こう言うふうに、売買のできとる 

      て言わしたけんね。 

委  員  宅地なみ単価やな。 

委  員  農地の域をこえとっですね。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  こんなに、あれも農業委員会で畑でださんばとかなて、転用じゃなくてださん

ばとかなて感じましたので質問をしました。転用申請ならもちろん、納得いく

値段だと思いますけど。 

委  員  空き家バンク登録しとけば、面積は関係なく買えるて言うことでしょ。 

事 務 局  面積は、下限面積はそうですね。 

委  員  空き家バンクに登録し買いんしゃっぎ、農地は 5 反以上いっぺんに買わなくて

も変えるということですね。 

委  員  それは、この農業委員会で決定しとんもんね。 

事 務 局  また、4 月にそいばかけますので。 

委  員  そうでしょ。はい、解りました。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 



＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１５ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 大草野辺田の ○○○○ 様、 

所在地は、大字大草野 権現
ごんげん

谷
たに

 ○○○○番  地目は田、 

面積は、332 ㎡です。 

農地区分は第１種農地、用途目的は駐車場です。 

事由は、現在、自宅前に駐車しているが、介護車両を入れるため、車の入れ替

えを何回も行い路上に駐車することもあり不便さを感じていました。申請地を

駐車場用地として転用したい。 

東は田、西は雑種地、南は道路、北は宅地 です。 

      図面は１６ページと１７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  大草野辺田、お寺の下なんですけども、本人そのものが退職と同時に体が不自

由になられまして、今リハビリ中でございます。そういうなことで、車の出し入

れが非常に不便ということで４条申請をしたいということでありますので、どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

議  長  それでは、中島班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  ３１日に事前調査を実施いたしました。出席していただきました委員さん、推 

進委員さんについては、お礼を申し上げたいと思います。場所はですね今西田

委員が言われた通りの場所ですし、本人さんもそういった障がい者と言うこと

でもありますので、よろしく審議をお願いしたいと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  こいは、いままでは田やったとですか。 

事 務 局  田ですね。電信柱もそのまま残して、ため池もそのまま残すそうです。 

委  員  電信柱の邪魔になっごたんね。    

委   員   それも言いました。 

委   員   道なりに埋め立てるそうで、最小限、金のかからんごた形の中で、車両が

自由に入れるようにしたいと言うことです。 

事 務 局   裏の○○さんと言う空き家に停めさせてもらっますていうことでした。車、

農業用機械を 

委  員   自宅の前やっけん問題ないですね。 

委  員   農業もしよんしゃっと 



委  員   はい。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 18 ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 新村の ○○○○ 様、  

譲受人は 新村の ○○○○ 様、 

所在地は、大字五町田 忠六
ちゅうろく

 ○○○○番、地目は畑、面積は 134 ㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、大工を営んでおり、仕事用車両、また家族用車両の駐車スペースも不

足しているため、申請地を駐車場として転用したいということです。 

東は畑、西は宅地、南は道路・畑、北は宅地・畑 です。 

売買価格は、反当たり 895,522 円、 

全体で 120,000 円です。 

図面は１９ページと２０ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

 

議  長  事前審査の結果について、中島委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  本人さんが大工を営んでいてですね、道の反対側が自宅ということで、駐車所

がせまくなってですね、狭いということで今、ちょっと坂になっていますので、

道なりに一部をして後は平地にするということでですね、駐車場がないという

ことでありますので、あと、排水も問題ないというふうに見てきました。よろ

しく審査をお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 長崎県大村市の ○○○○ 様、  

譲受人は 福岡県北九州市の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 一本杉四 ○○○○番 外１筆、地目は２筆とも畑、 

面積は合計で 97 ㎡ 

です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は資材置場及び庭です。 

      事由は、樹木の剪定や伐採後の仮置き場がなく資材置き場として、また樹木は

そのまま庭として手入れをしていくため転用したい ということです。 

東は道路、西は宅地、南は道路、北は宅地・水路 です。 

売買価格は、反当たり 907,216 円、 

全体で 88,000 円です。 

図面は 21 ページから 22 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ここは下吉田ですけど、○○さんていう方は北九州から月何回かきよんさって

思うですけど、庭の剪定に枝を切った木をここに置きたいということで、自分も

畑から５反以上作っとんしゃれんけんが、地目変更をしたいと、雑種地でお願い

するということであったですけど、よろしくお願いします。 

 

議  長  中島委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  今、説明があったようにですね、１０年前に空き家を購入したということで、

月に１回ですね、家の管理をしていると、実家にはですね、１００歳になるお母

さんがいてですね、ここにはまだ移住することはできないということですね。よ

うは、今、言われたように５反以上持たなくてですね、畑を買えないということ

ででしね、雑種地になればですね、農地以外ですので買えるということで、せっ

かくですね、空き家を買って最終的には嬉野に移住するかどうかは分かりません

が、配慮してもいいんじゃないのかなという意見を持ちました以上です。 

      よろしく審議をお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 今寺の ○○○○ 様、  

譲受人は 吉野ヶ里町の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 二本栗 ○○○○番、地目は畑、 

面積は 649 ㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、後継者や農地引受け者もなく、今後の農地の管理も困難であることか

ら、同時利用地（原野 ○○○○）を含み、太陽光発電設備として転用したい 

ということです。 

      東は山林・原野、西は畑・道路、南は田（雑種地）、北は畑 です。 

売買価格は、反当たり 616,333 円、 

全体で 400,000 円です。 

図面は２３から２４ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ○○○○さんて書いてあっですけど、○○○○の社長さんのですね、○○○○

さんが説明に来られたんで、その人が主にしんさっていうことで、ここは笹やぶ

になっとですもんね、そいけんまだ整地をしてからパネルをはめる前に現地を見

るということで、ここ横しに溝のあっですもんね、その溝がどういうあれか、大

水の時ひどく流れるとじゃなかろうかと思うですけどそこらあたりを心配です。

溝のあったですもん、ヒュウム管の埋まって。まだ、笹藪ですもんね、地形的に

どぎゃんなっとっかですね。溝の当たりが土砂崩れがないようにしてもらわんと

いかんと思うとっとですけど。パネルをはめる前に現地視察に来ると言うことで

○○さんに言ってます。よろしくお願いします。 

 

議  長  中島 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  今、團委員さんが言われた通りですね、現況のまま造成をするということでし

たが、野暮で現況が分からないということなので、整地をしてからですね農業委

員の方で再度確認をしてもらうということで了解をお願いしたところです。以上



です。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  いまんところ、排水溝があっですよね。 

地域担当・班長  ヒュウム管の埋まっととこの。そこが心配です。 
議  長  造成した時点で、担当委員の團委員に確認をお願いしますということは、いっ

てありますけど。 

事 務 局  事務局に連絡が来るので、一緒に現地確認に行きたいと思います。 

議  長  一応、段がついとるもんで、一応そこの排水溝に流れてくるような状態ではあ

るんですよ。 

事 務 局  素掘りはありました。 

委  員  木を払わんことにはわからんですよね。 

事 務 局  左側の所に流れてくるようになってます。 

委  員  そこが、土手がどがんなっとっか。なんか、コンクリでかためんと、土砂崩れ

の起きやすかとじゃなかろうかなと思うてますけど。そこんたいは、またお

願いせんばいかんなと思いましたけど。今度、話かわっですけど反対側に、

広くはむっごと思うとっしゃですもんね。そこの当たりは、ひどかごた、民

家のあるけんが。今、こっちが武雄に行ぎ、右側ですもんね、また、左手に

広くはむって印鑑場ば貰いにきんさったですけど。そこが、ちょっと問題に

なっですけど。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  一応、これは造成した時点で團委員の確認をした時点で許可を出すと、条件を

付けて許可したいと思いますがいいでしょうかね。團さん。 

委  員  条件は出す出すたいね。いや、許可をだすたいね。整地してから、團委員さん

の許可を貰わんばたいね。 

議  長  がけ崩れ等があった場合は、責任を持つという情報を書いとかんぎですね。下

の民家の人に。 

委  員  開いてからですね、團委員さん確認をしてくれと言うことで、思いますけど、

出された図面にですよ、きちんとした排水計画をまず書かせとくのが 

議  長  書いてあっですかね。 

事 務 局  暗渠ば通っていくごと排水路は書いてあっです。計画図が。 

委  員  暗渠、明渠じゃなくて 

委  員  道路に埋めちゃっとですよ。 

議  長  ６００かくぐらのを埋めてあるとですよ。それは確認いたしました。 

委  員  あそこは、上の土羽を埋め立てるためにヒュウム管をうめちゃっとやろ 

事 務 局  見えんやったけんですね。素掘りの深かとのあるていわしたとですけど。 

委  員  素掘りの水路たい。 

議  長  よその宅地の下ば排水路の通とっと感じたいね。そぎゃん感じで言いいんしゃ



ったね。よその宅地の下ば、排水路のヒュウム管の６０㎝ぐらいのとの通とっ

て。 

委  員  ヒュウム管の長んかけんですね。 

委  員  あいで、よう通ったとかなあて思うて 

委  員  そこの所有者が許可しとっとやろうね 

委  員  わからんもんね 

委  員  どこさんいたとっとかわからんけん。 

委  員  そこの詰まった場合どがんなろうかて思うて。 

議  長  そいけん、そこんたいも一応確認するて言うで 

委  員  そういうことも、将来的な図面に乗せるか、そいじゃなかったら図面化しにく

いのは、きちんと文書化をさせてですね、とっとくのが先々委員会のためにも、

まずこれが委員会がいろんな調査に入ったりすることになるので、できれば、

明文化か図面か確立しとくのがいちばいいと思います。 

委  員  ヒュウム管て言うのは、團委員さん２４ページの中でどこにあるとですか。○

○○○さんとこの境ですか。 

議  長  ○○○○さんてかいてあっでしょうが、 

委  員  ○○○○さんとこのほんな隣。この辺にうめてあって 

議  長  ○○○○さんて書いてあるところの下んのきを埋めてある感じ 

委  員  ○○○○さんの所が、埋め立てちゃでしょ。ここんたいにヒュウム管のここを

埋め立ててあるわけ。盛り土をしてあるわけ。そいけん、ここがどぼりどの水

路がこうあるわけ。ここに埋めてあるけん、ここにヒュウム管ばしとっしゃわ

け。 

委  員  出口は、下んのきの道にでとったろ。 

委  員  道のほんなところにですね。 

議  長  多分、おいは、○○さんて書いてあっでしょうが、○○○○であっでしょうが、

ここに、そこの横しのにきに下にながるごとかいてあったもんにぁ 

      見たとき。 

委  員  道越えて 

議  長  道越えて 

委  員  ○○○○て道の反対になんもん 

議  長  斜めにくるけん 

委  員  右が上やろ 

議  長  右が上 

委  員  ここ、国道やんね。 

委  員  道ば沿っていっとって思うたぎ、そぎゃんじゃなかとたいね。 

議  長  道ば横断しとって思うよ。 

委  員  横断しとんね 

議  長  点線じゃなんかば書いてもらわんけん。 



事 務 局  点線で書いてあります。横断しとっです。○○○○んのきに横断してます。 

議  長  そうじゃろ。そがん思うとったもん。 

委  員  そのへんがどかんしとるかわからんわけ、 

委  員  そいぎですよ、払うたいなんたいすっていいよんさっでしょ、こい、申請書を

可決せんことには工事をされんでしょ。可決してもらわんぎいかんたいね、今

日は。ここで、まずは。可決すっけんが、その条件として今さっきいわれたよ

うに、そういうことやろ。 

議  長  このあいだの○○さんの話じゃなかばってん、申請ば受け付けた以上、許可を

すっていう感じで。 

事 務 局  申請は、送らんぎいかんですね。 

議  長   そうそう、して、条件を付けるて感じで、よかとじゃなかですかね。 

事 務 局  今まで条件ついた人は、みんな言うたとおりにちゃんとしよらすです。 

委  員  そいぎさ、○○○○がどうのこうのていいよしゃろ。吉野ヶ里の人やろ、 

委  員  ○○○○の人ですよ 

委  員  あのひとは、悪かことはしなれんよ。いままで、何件できとうやんね。不動山

からなんからね。それなりに、ぴしってしてもろうとっけん。 

      ○○○○ていいんさったろ。○○○○ていうのも○○○○。 

議  長  関連会社よ。 

委  員  そいが、吉野ヶ里にあっと 

事 務 局  ○○○○さんは、吉野ヶ里にも農地を持っとらしてですね、そっちの方でも耕

作しよらすし、運送業とか、エコのリサイクル業もしよらすです。 

委  員  だいたい、自分の会社ではあっとたいね。 

議  長  一応、関連会社じゃなかろうかなあ 

事 務 局  大本は、みんなすみおさんです。 

 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 長谷の ○○○○ 様、  

譲受人は 三坂の ○○○○  様です。 

所在地は、大字下野 一位原 ○○○○番 外２筆 地目はすべて畑、 

面積は合計で、869 ㎡。 



農地区分は第 2 種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、令和 2 年 5 月当初は現園舎解体後、運動場兼参観日の駐車場としてス

ロープを設置する計画だったが、狭いスロープへの進入は見通しも悪く危険性

があった。申請地は広さもあり安全で見通しもよいので、駐車場用地として転

用したい ということです。 

東は畑、西は宅地・畑、南は境内地、北は畑 です。 

売買価格は、反当たり 575,374 円、 

全体で 500,000 円です。 

令和３年８月頃から新園舎建築に伴う資材置場として使用されていたため、始

末書が添付されております。 

図面は２５ページから２６ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  西田 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  前の元主は、現在一人暮らしで、後継者もいないということで、このまま放置

しとっても荒れて地域の環境にも悪いということで、幸い、幼稚園が買ってくれ

るのなら、いいではなかろうかなと思っていますので、どうかよろしくお願いし

ます。 

議  長  中島 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  ○○○○さんはですね、新しく幼稚園を新築されてですね、元の幼稚園を駐車

場に予定していたということですが、見通しが悪いと言うことでですね、新築さ

れた前の所がちょうど空き地があってですね、排水も問題ないということなので、

よろしく審議をお願いいたします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

議  長  次に、議案第６号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２７ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 温泉４区の  ○○○○ 様 

           名古屋市の  ○○○○ 様 



所在地は、大字下宿 野畑
の ば く

 ○○○○番 、 

地目は畑、 面積は 297 ㎡。 

用途目的は、共同住宅です。 

事由は、平成 1 年 9 月 21 日から共同住宅用地として転用申請すべきであったと

ころを、認識不足によりそのまま転用してしまいました。登記地目を変更する

ため、非農地証明をお願いしたいということで、始末書も添付されております。 

     東は宅地、西は道路、南は宅地・道路、北は道路 です。 

図面は 28 ページから 29 ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

 

議  長  坂本 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  1 月 31 日、現地にて立ち合いを行いました。ここは、場所は嬉野庁舎の裏付

近になるところでございまして、現在の消防署の前付近に思っていただければ結

構だと思います。昭和の末期からですねここは第６区画整理ということで、取り

組んでまいりまして、この申請者がされてます平成元年９月とうことの時期でご

ざいますけども、ちょうど仮換地が行われた、仮の換地と言いますかね一番多く

してとらえられた時期に転用をされてるようでございます。実際、転用とか工事

をされた方を当たりましたけれども、この○○○○さんという方のお姉さんが、

相続権者の権利をようしてですね、実際アパートを建てていらっるようです。そ

れで、私も調べましたけれども、その当時建設した大工さんまで当たりましたけ

れども、残念ながらその時に書類等がですね、自宅の火災等で焼失しとります。

で、その当時大工さんはいらっしゃいましたけれども、実際された方はもう亡く

なられておられない。その時の地権者であったろうお父さんも亡くなっておられ

ないので、移管ではありますけれども、非農地証明で地目を変えるしかないかな

と私も判断しております。以上です。 

議  長  中島 委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長  今、坂本委員が言われた通りですね、当時換地処分の時だったと言うことで、

なぜこういった問題が起きたのかは、今時点では解らないとしかしながら、非

農地証明といことが制度がありますので、それを活用したいということでござ

いますので、よろしくお願いします。  

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  こういうのは結構あっですもんね。 

委  員  平成元年ごろ家の建っとっけんですね。畑であるとがおかしかとですもんね。 

議  長  無難な方法として、こういう場合い原野として登録するとが一番よかとかな。 

地域担当・班長  宅地で、課税もされているので。 

委  員  畑でさ、当時建てられたと。 

議  長  仮換地のできとったけんやろ。 



委  員  仮換地も畑でしょうもん。本換地も畑であります。その時に、建てはされます 

けれども、転用申請がいります。言うことになります。転用許可がおりますよ

ね、おりますと工事にかかってします。地目の最終的変更は家が建って完全に

宅地になった時に、登記所に出して地目を変更する。 

委  員  最後とばしとらんやったていうわけ 

委  員  そういうことにいわざるをえんと。最後とをしてなかったと。要するに、お金 

を借りる必要もないですから、担保に入れる必要もないですから、金銭のある

ひとは、地目を変えないという例が結構多いんですよね。 

議  長 法務局としては、農地には建てられんとじゃなかと。 

委  員 一番最後にさ、建ててしもうてから 

委  員  許可はもらってますから、転用許可 

議  長  建築確認許可は 

委  員  転用許可ばもろうちゃっては解らんろうもん 

委  員  そこは、不明です。あれば、燃えてしもうとる。 

議  長  農地には、建築確認はおりらんて思うばってんな 

事 務 局  仮換地で、換地処分が平成３年にあるけんが、そこの誤差のあって、換地処分 

の時に、地目が変わるやろとい勘違いはあったかもしれません。 

議  長  その前提で許可をもろうたてこと。 

事 務 局  許可 

委  員  その建築確認でも許可はとれませんでした。 

委  員  なし、非農地証明の必要かと。 

議  長  売却するためて 

事 務 局  地目ば変えられんとですよ。非農地証明が無ければ。農地のままなんで。 

委  員  売却すって 

事 務 局  地目ばいっかいかえてしまって 

議  長  売却すっとは、農地を持っとんしゃ人には売却でくっばってん、一般人には売 

却されんけんがじゃなかと 

委  員  絶対地目ば変えんぎ、法務局は受け付けません。 

委  員  どこの間違えかはっきりわからんたいね 

委  員  歴代の事務局の手違いて違いて言うこともあったいね。なきにしのもあらず。 

委  員  転用は許可をしたよと。最終的には登記をしちゃれんて、言うのもあっばって 

んが、そのへんは書類的にもあっわけやろ。 

事 務 局  転用完了証明は出してくださいて来られんやったらのこるもんですね。 

委  員  最終確認やろ 

事 務 局  こっちから催促してということは、いまのところできよらんけんですよ、そこ 

ばずっとしていけば、減っていくとでしょうけど。 

委  員  そのへんも 

議  長  許可はおりても法務局にとどけんことには 



委  員  そいけん、だいでもさ農業委員会の許可がおりたけん完了したて、結構おおか 

て思うですよ。 

委  員  それはあんね。 

委  員  固定資産税は、宅地でしょ。 

委  員  宅地です。 

委  員  まず、こういう土地についてはですね、ちょっと住民の方がですね、区画整理

があって、畑ばってんが将来宅地目的やっけん、どうわっかと、いわゆる、そ

ういう解釈する人も少しはいらっしゃると。後ですね、制度に転用申請して確

認申請ももろうて、建てますあときちんと地目も変ゆっとは自分が変えばいか

んですもんね、それは、結構しない人があるので、いわゆる非農地証明を出し

てくれろというのは、こういう土地の所は特にあろうかと思います。それは、

やもうえんかなというところもあっですけど、無断転用が全くゼロというのは

こいまたもうちょっと、悪質。そいで中には、嬉野の土地でもですよ、建築確

認ももらってないともう大工さんも法権をしたというのもゼロとは言えない。 

議  長  ３０年前でしょ。そん時、農業委員会にかけてなかったということよね。 

委  員  そいは、解らん。 

委  員  雑種地で農業委員会が許可ばすっでしょうが、そいぎもうこいで終わったて思 

うとっしゃですよ。自分で、地目変更せんばいかんよて、そぎゃんとしらんや 

ったて、言うもんが多かです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第 7 号 嬉野市非農地証明書交付事務処理要領の一部改正につい

て を議題とします。 

      皆さんにお諮りします。 

      議案第７号と議案第８号は関連案件ですので、一括審議したいと思います。異

議ありませんか。 

委  員  ［「異議無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第 7 号 嬉野市非農地証明書交付事務処理要領の一部改正について、 



議案第 8 号 嬉野市農業委員会非農地通知事務処理要領の一部改正について 

事務局の説明を求めます。 

       

事 務 局    議案第 7 号 嬉野市非農地証明書交付事務処理要領の一部改正について、及び

議案第８号 嬉野市農業委員会非農地通知事務処理要領の一部改正について

です。別紙議案書 議案第７号は７ページ、議案第８号は９ページ、新旧対照

表をご覧下さい。 

      登記上地目が農地となっていて現状は農地でなくなっている土地の取扱につ

いては、これまでも総会でご審議いただいてきました非農地証明とこれから処

理を行っていく非農地判断の２種類の取扱いがあり、それぞれ事務処理要領を

定めています。現在の要領では、非農地としての取扱を行うかどうかの基準の

一つとして農業振興地域内の農用地、いわゆる農振農用地でないことが定めら

れています。 

      これは農振農用地は守るべき農地として定められているものという認識に基

づくものでしたが、現状は農振農用地であっても明らかに守るべき農地と見な

されない農地も存在しま一例としては、昔はみかん畑だったが現在は山と一体

化してしまっている農地が代表的といえると思います。 

      このような現状はこれまでも問題視されており、令和３年４月１日付け農林水

産省経営局農地政策課長通知では農振農用地であることを理由に非農地につ

いての処理を行わないことが農地法第 52 条の 2 第 1 項に基づき農業委員会が

作成する農地台帳の正確な記録の確保の妨げになると指摘しています。 

      よって、農振農用地であっても非農地として取扱うことができるよう要領を改

正し、円滑な事務手続きができるよう議案として挙げさせていただきました。

この要領改正については農業振興地域整備計画を担当する農業政策課と協議

し、非農地の証明又は通知をもって農振農用地から除外する手続きが可能とな

ることを確認しています。 

      なお、議案第８号に関しまして、要領改正に合わせ非農地判断から通知までの

大まかな流れと非農地通知後の地目変更登記手続きについての説明文を作成

しておりますので、参考資料としてご覧下さい。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  山手の補助金ばもろうて農地とした場合でも非農地としてでくたいね 

委  員  中山間の話ですか。補助事業はずっと前やっけんよかですよ。 

議  長  前までは、そいがでけんやったもんね。 

委  員  補助金ばもろうたとこはですね。 

議  長  補助金ばもろうとらん坊主原とかあっでしょうが。 

委  員  要するに、農振ば除外せんことにゃなんもできやったていうことやろ 

委  員  農振地でも今回はさるっていうこと。 

委  員  そういうことであれば、農振地から外す申請ていうのは、農業委員会に非農地 



証明を申請をした時点で、例えば、許可になった時点で、農振地域から外れる

と判断してよろしんですか。     

地域担当・班長  手続きは、踏んでもらわんばです。 

議  長  確認に行かんばでけんとじゃなかと。 

委  員  今んとは、自動的になって言う話じゃなかと。 

事 務 局  農振除外は、別に非農地証明ば持って手続き 

委  員  手続きばせんばと。もう農業委員会がすっぎな、農振外になって思うた。 

委  員  農振地から除外されましたよて言うのは、半年後になるわけ。 

事 務 局  非農地証明が先に出るけんですよ、農業委員会が非農地と認めたものは農振除

外ばせんばねという流れになります。 

委  員  本人さんがせんばとね。農業委員会でまっすぐなっとかなて思うた。 

事 務 局  農業政策課に農振除外の申請手続きは 

委  員  そいわさ、そぎゃんごとせんでよかごとでくっとじゃなか。 

事 務 局  地目は、先に証明できるとですよ。ただ、農振除外は農業政策課にだして、 

委  員  事務的にすっだけではだめ 

事 務 局  今んとこ流れは、そいばうくっぎ 

委  員  今の説明では、県が農業委員会に通知じゃなんじゃいでそいばもう除外地にな

っとばいて思うとった。申請はせんばと 

事 務 局  申請はきちっと、そいとこいは別ばってん、農業委員会が非農地と認めたとい

う、」申請ばしてもらうとうことになります。 

議  長  そしたら、認めん場合は、農業委員さんが確認に行ってからすっと 

事 務 局  非農地の証明の判断がですよ、今んとこ現地確認ばしよっじゃなかですか、必 

ず目視か航空写真上での確認はあるかと思います。 

委  員  いままで通りたい。 

議  長  それは、農振地か、農振地じゃないかはわからんよね。 

事 務 局  事務局がそこは解ります。 

委  員  非農地証明をして、後は農振地域届の規定となって、非農地証明を貰ってです 

よ、地目を変えたとすっですね、そしてまたよそに転売すると言うことになっ 

た時に、まだ、農振地域内の届はしてるけども認可はなってないとなれば、８ 

か月以上もかかって嬉野市はしよっけんね、ものすごくタイムラグのあっけん 

さ、そこんたいあんまい意味のなかなて思って。 

委  員  確かにあんね。 

委  員  届け出をもって農振除外を事務処理で済むようにしないとですよ、あんまい意 

味なかなて思った。そりゃ前のせいどで、届のあってね、半年以上たたんと正

式にきれいになりませんよて言われちゃ、どぎゃあもされん 

議  長 農振地除外も半年ぐらいかかると 

委  員 半年以上かかいよる 



事 務 局  年３回ですね 

委  員  よそもそがん。 

委  員  さっき言われたように、農業委員会で目視で現地審査をすっじゃなかですか、 

そいで、やっぱい非農地ですよてなったぎさ、後は事務的に農振除外をすっご 

た仕組みにせんぎさ意味なか。ちょっとね。そいばまた同じんごと農振除外の 

机上で審議すってことは、ちょっと二度手間んごとすんね。今さっき、言われ 

たような問題が起きてくる 

委  員  それがね、その月内にすむとかですよ、非農地証明をもらったあがり、一月内 

にすむとかなればね、それは納得いくけど、いや、そいはちょっとまってくん 

さいと、正式には８か月後ですから。なかなかね、たいへんやろうけんね 

議  長 除外申請ば出したところわさ今茶畑でもなんでもさもう山んごと 

     なっとけん、しよんさっとやんもんね。 

委  員  事務の簡素化よ。 

委  員  農林省のあいばみっぎそぎゃんふうに 同時的に進めらるっご 

と、そういう感じに受け取ったとばってんね。 

事 務 局   今は、別申請になっとっです。 

委  員   そいぎ、おかしかなて思うてさ。そいからみっぎ、出しさえすれば、農振除 

外も同時にすみかと思うた。なんかおかしかなて思うて。そいじゃなかった 

ら、あと、事務的なもんで書類をどんどんよかです次の書類はて 

委  員  今回のあいば、農振地の非農地証明も解消されるばいていうこと 

たいね。本来、そこまでしてくるっとないば簡素化になっとばっ 

てんが。 

委  員  農振地ば、非農地証明さるっと。 

委  員  今までは、されんやったばってんが、今回から農用地もさるっと 

でも、県に申請は当たり前せんぎいかんて言うこと 

たいね。そいぎ８か月じゃい何か月か後に実際ならんやろうもん 

ていいかた。そいけんさ、まっと簡素化してさ、農業委員会で非 

農地証明ばすっぎんた、県と一緒に連動されんねていう話したい。 

委  員  ここだけ法律ばかゆっけんこうなっとやんもんね。 

議  長  県からきとっとやろもん。あくまでも 

委  員  こいはきまっとっとですか 

委  員  決まっとと 

議  長  通達やろうもん 

委  員  改正案じゃなか 

委  員  非農地証明もさ、農業委員会がさ認めた時点でさ農振地からさ速 

やかにさ除外するて言うことじゃなか。 

事 務 局   今は、そがんなっらんけんですよ。いずれそがんなったら確かに助かります。

今、諮問も普通に来るとですよ、農振地を外したにしても、農業委員会が非



農地を証明したものを一覧に一緒に乗ってくっけんですね。届け出のこがん

とと同じ条件ででよる件ですね。ただ、非農地というだけの判断で。 

委  員  そういうことを言う機会があれば、会長さんに言うとってください。 

事 務 局  か、農振地の見直しの時に一括で外れれば問題ないと思います。５年に一回 

委  員  後は事務的にすっだけでさ。 

議  長  ○○もすらすらてよむばってんさ、具体的にさ言わんぎさなかなかわかいにっ

かとこのあって思うてさ。具体的に例ばあげてさこう説明してくるっぎさそ

うそてわかっばってんさ、ただ文書でだらって読むぎさわからんたい。わか

んもんなよかばってんさ。わかいにっかこともあっとさ。そうやろ。なんか

一つ例をたとえてさ、 

事 務 局  こがんして、非農地になってしもうてですね、地目を変えられたら農業委員会 

に今度はかからんごとなってしまうでしょ 

委  員  そいけん、今言うたごとさ、非農地の場合は登記すったいね。雑種地にすった 

いね。そいぎもう、農地じゃなかけん関係なかもんね。  

事 務 局  そがんなってですね。農業政策課から通知の下りる時には、もう地目のかわっ 

とっけん農業委員会としては、管轄のなくなる可能性があります。 

議  長  後３年ぐらいあるけんさ、例ばつくって説明してもらうぎよかばってん。 

委  員  非農地証明ば出すたい、出してさ雑種地にかゆよね、そいぎ登記所にいかんば 

やろ、登記所に行ったとき、こい農業振興地域やっけんが振興地ば除外しと 

ですかて言う書類はいらんわけたいね。 

委  員  いらんです 

委  員  いらんぎさ、関係なかやん。農振地域じゃろうが適当になっごとしてくんさい 

なろ。考ゆっぎよかたい。タイムラグのなんおて考えじよかわけよ 

事 務 局  ただ、出してもらわんばですね。申請は出してもらわんばいかん 

委  員  地目変更の変更は０円やっけんが。本人申請やっけん。申請すればですね。後 

は、代証人に頼むぎ金のかかる 

委  員  この条項は、土地でないことの条項が削除になってことは、 

委  員  そこは、あくまでも農振除外 農振地もよかですよ 一緒でよかですよて言う 

ことですよ 

議  長  可決せんばいかんと 

事 務 局  そうです。 

委  員  こいから言うぎ農振除外は関係なかて言うことじゃろだい。農振地じゃないて 

いうことでしょ。 

委  員  そりゃ、勝手に農振除外の 申請はせんば行かんて思う。そいばさ、答えを貰 

う前に、進んでよかて言うこと。 

委  員  事務の流れとしてはですよ、非農地証明の申請をうけつけて、こがんなっぎ、 

関係各課に法務局に連絡すっごとなっとですもんね。この要綱自体がね。速や 

かにて。その時点で、この条項みたいに後で、あんたたちがあいばせんばじゃ 



なくてさ、農業委員会に可決した時点でさ、もうそこは完全に抜けてしまう。 

委  員  登記所は、やっぱい申請せんことには、地目は変わらんて言うことたいね。 

委  員  登記所の地目はそうですよ。 

委  員  農振地域とかなんとかは、登記所は関係なかけんですね。 

委  員  そがんなっぎさ、農振除外てせんよね。例えば、おいが非農地証明ば出したて 

す、だしてさ可決してもろうて非農地証明書を農業委員会からもろうたてす、 

そして登記所にいたて、雑種地に変えたてすっよね、そいぎあといっぽでは今 

の説明では農振除外の申請はこっちでせんばならんとやろもん。こい、せんな 

い、せいじよかて言うことやろ 

事 務 局  してもらわんば 

委  員  そりゃ、事務局からさ非農地証明の出て、もろうとっけん農振地域内のとのね 

なったけんが非農地証明の可決になった時点で、ここはもう農振地域じゃなか 

よ。あんた台帳にのっとけんが消してくんさいてなっとじゃなかと。そぎゃん 

文書じゃない。削除するてことは。 

委  員  そいがばい、言うこと聞かんもんの 

委  員  もう、物を売ってしもうとっけん、登記所になんてせんばなんかい、わが適当 

にやっとってて、確かになしくずしになってしまうごとなんね。 

委  員  もう、はっきり言うぎ、土地の申請者にすっぎにあ、出した時点で農振除外も 

なんももう、なくなっとていうことで、そして農振地でも完全に地目の変更の 

でくってことたい。非農地証明ば貰いさえすっぎ。 

委  員  こっちもさ、農振除外の通達もかえんぎいうなかたとたいね 

委  員  あくまでも、農地青色の場合はいままでされんやったと、そいが今度はさるっ 

とじゃなか。 

委  員  土地でないことてばしってはいっとっけん、絶対できんですよ。 

委  員  できんやったばってんが、今回は、はずれとったいね。 

委  員  外れたてことはさ、もう農地じゃないてこと 農振地じゃないじゃろがなかて 

いうこと。 

事 務 局  農振除外は、目的が無ければできんとですよ。転用といっしょで。目的が無く 

て除外ができるとはこの非農地と判断証明されただけになります。 

委  員  この行のなくなってことはさ、非農地証明ば申請した時点でさ、もう農振除外 

は申請せんでよかて言うこと。 

事 務 局  農業政策課の申請はいるていいよらす。簡素化さるっかはわからんですよ。 

委  員  農業政策課の課長さんに言うてみっぎ。 

委  員  速やかに通知すっごとこの文書の中になっとやんね。事務の中にはさ、その場 

で作っちゃっとよ。また、別にせんばならんごとせいじよかごとさ。 

委  員  その辺は、県からもぴしって指導のあっとと。せんばいうなかて 

事 務 局  県て言うより、国の方でですね。農地の担当部署の方から申請をちゃんとして 

くれて。 



委  員  農振除外の申請と合わせてて来とるわけたいね。非農地証明で転用すっとはよ 

かろうばってんが、 

事 務 局  あくまで、市町村のはんだんにもとづいて 

事 務 局  いろいろとご意見が出ておりますけれども、農業委員会と農業政策課と打ち合 

わせをしてですよ、県・国の方にも確認をしまして、次回の総会に回答を出さ 

せていただきたいと思います。 

委  員  遡及の問題はどうなってますか。 

事 務 局  今、総務の文書担当に確認をしておりまして、告示の所の別途調整をしてます 

けれども、まだ正式には 

委  員  こいはね、いいたかとはさ、どっちみちおくれてもさ、公布の日から施行する

やっぎさよかけどさ、遡って日付ば書いとったいね、そこんたいをちょっとこ

の要綱の 

決め方でさ、いろいろたった１か月のことやろいどんさ、問題の出てくっか 

んね、適用になるのならんのてさ、こいばね、２月２日て書いてあるですけど 

ね、いつからこいば施行さすっかて言うぎにゃ、遡ってしちゃっわけですよ。 

１月１日から施行するごとなっとっ分け。この要領は、もう一言文言の足らん 

とじゃなかろうかなと思います。また、調べてください。そいから、もう一つ 

ですけれども、さっき西田委員さんが言いんさった、ことですけど、私がです 

ね、この非農地証明を利用しちゃいかんでしょうけども、出す時が来るかと思 

いますけども、私が、例えば非農地証明申請所定の書類を付けて、非農地申請 

を出す、そいから、その流れですね、証明書を出して、農業委員会から証明書 

を貰う、そして自分で申請書類を作って、そして法務局に持っていく、そし 

て地目変更、登記の完了しょうかをもらうと、そして地目が変わるとと言うよ 

うな流れだとは思いますけど、そういう許可書を貰った流れとしては、その流 

れでいいですかね。そういう認識で。 

事 務 局  はい 

委  員  解りました。 

議  長  ７号、８号について、質問があったら次回でもよかとやろ 

事 務 局  はい。まっすぐ事務局に聞いてもろうてよかです。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。議案第 7 号 嬉野市非農地証明書交付

事務処理要領の一部改正について、及び議案第８号 嬉野市農業委員会非農地通

知事務処理要領の一部改正について 原案のとおり異議のない委員は、挙手をお

願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第７号 嬉野市非農地証明書交付事務処理要領の一部改正について、及び



議案第８号 嬉野市農業委員会非農地通知事務処理要領の一部改正について

は可決しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第６期嬉野市農業委員会第７回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ３ 時 １３分 閉会 ） 

 

 


